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令和５年度　千葉支部の収支状況（暫定版）

（単位：百万円）

令和４年度
決算①

令和５年度
決算(暫定版)②

増減（②-①）

254,845 265,784 10,939

514 620 106

255,359 266,404 11,045

135,822 140,150 4,327

（医療給付費） 134,744 138,781 4,037

（年齢調整額） ▲ 2,201 ▲ 1,749 452

（所得調整額） 3,279 3,118 ▲ 161

13,541 13,555 14

87,866 91,889 4,023

3,849 4,515 666

2,005 1,089 ▲ 916

993 1,261 268

▲ 289 943 1,233

174 256 83

243,961 253,658 9,697

11,398 12,746 1,348

全国平均分 11,230 12,196 966

地域差分 168 550 383

収
支
差

計

支
出

医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）

現金給付費等（国庫補助を除く）

拠出金等（国庫補助を除く）

業務経費（国庫補助を除く）

一般管理費（国庫負担を除く）

その他支出

前々年度の収支差の精算

前々年度のインセンティブ

計

収
入

保険料収入（一般分）

その他収入（日雇保険料含む）

計

令和５年度 千葉支部の収支について

○全国平均分
適用した保険料率の全国平均が実績の均衡保険料率に比べて高く、剰余となったことを表すもの。便宜的に各支部に振り分けているもので、実際に各支部に割り当てられたものではない。

○地域差分
加入者一人当たり医療給付費の全国平均との差の実績が保険料率算定時の見込みから乖離した影響を表すもので、当該年度の医療費が保険料率算定時より低ければプラス、高ければマ
イナスとなる（プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合はマイナスを取ったものを支出に加算する）。

【収支差の考え方】

地域差分の5.50億円については令和７年度の保険料率算定の際に精算することとなり、

令和５年度の総報酬額の実績に基づき、保険料率換算すると▲0.02％となる。

※端数整理のため、計数が整合しない場合がある。
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賃金の動向 (万円)

R3年度 R4年度 R5年度

30.7 31.4 32.0

(＋0.5% ) (＋2.1% ) (＋2.0% )

29.2 29.8 30.4

(＋0.6% ) (＋2.0% ) (＋2.0% )

医療費の動向 (万円)

R3年度 R4年度 R5年度

16.3 16.8 17.6

(＋9.2% ) (＋3.1% ) (＋4.7% )

16.6 17.4 18.1

(＋8.2% ) (＋4.6% ) (＋4.0% )

加入者数等の動向 (万人)

R3年度 R4年度 R5年度

101.7 101.6 101.3

(＋1.6% ) (▲0.1% ) (▲0.3% )

4,035.1 4,001.1 3,956.3

(＋0.1% ) (▲0.8% ) (▲1.1% )

63.5 64.0 64.4

(＋2.5% ) (＋0.8% ) (＋0.7% )

2,511.4 2,514.9 2,515.3

(＋1.0% ) (＋0.1% ) (＋0.0% )

0.603 0.589

0.5910.607

全国

扶 養 率

千葉

全国

0.572

0.573

平 均 標 準 報 酬 月 額
＜被保険者１人当たり＞

千葉

全国

＜加入者１人当たり＞
１人当たり保険給付費

千葉

全国

加 入 者 数

被 保 険 者 数

千葉

全国

千葉



（予算）※保険料率算定時

＜金額ベース＞ ＜料率ベース＞

（百万円）

支出 収支差 総報酬 支出 収支差

保険料収入 その他収入 医療給付費
現金給付費

・拠出金等
前々年度精算

インセン

ティブ
（百万円） 保険料収入 その他収入 医療給付費

現金給付費

・拠出金等
前々年度精算

インセン

ティブ

全国 9,951,772 22,610 5,335,168 4,425,957 0 0 213,258 全国 99,488,994 全国 10.00% 0.02% 5.36% 4.45% 0.00% 0.00% 0.21%

千葉 253,834 584 133,352 114,357 943 256 5,510 千葉 2,570,580 千葉 9.87% 0.02% 5.19% 4.45% 0.04% 0.01% 0.21%

全国平均分 257,132 584 137,849 114,357 0 0 5,510 全国平均分 10.00% 0.02% 5.36% 4.45% 0.00% 0.00% 0.21%

地域差分 ▲ 3,298 0 ▲ 4,497 0 943 256 0 地域差分 ▲0.13% 0.00% ▲0.17% 0.00% 0.04% 0.01% 0.00%

（決算見込み）

＜金額ベース＞ ＜料率ベース＞

（百万円）

支出 収支差 総報酬 支出 収支差

保険料収入 その他収入 医療給付費
現金給付費

・拠出金等
前々年度精算

インセン

ティブ
（百万円） 保険料収入 その他収入 医療給付費

現金給付費

・拠出金等
前々年度精算

インセン

ティブ

全国 10,298,438 22,708 5,561,458 4,293,445 0 0 466,243 全国 102,944,983 全国 10.00% 0.02% 5.40% 4.17% 0.00% 0.00% 0.45%

千葉 265,784 620 140,150 112,308 943 256 12,746 千葉 2,692,847 千葉 9.87% 0.02% 5.20% 4.17% 0.04% 0.01% 0.47%

全国平均分 269,388 594 145,477 112,308 0 0 12,196 全国平均分 10.00% 0.02% 5.40% 4.17% 0.00% 0.00% 0.45%

地域差分 ▲ 3,604 26 ▲ 5,328 0 943 256 550 地域差分 ▲0.13% 0.00% ▲0.20% 0.00% 0.04% 0.01% 0.02%

（予算と決算のずれ＝決算－予算）

＜金額ベース＞ ＜料率換算＞

（百万円）

支出 収支差 総報酬 支出 収支差

保険料収入 その他収入 医療給付費
現金給付費

・拠出金等
前々年度精算

インセン

ティブ
（百万円） 保険料収入 その他収入 医療給付費

現金給付費

・拠出金等
前々年度精算

インセン

ティブ

全国 346,666 99 226,290 ▲ 132,511 0 0 252,985 全国 102,944,983 全国 0.34% 0.00% 0.22% ▲0.13% 0.00% 0.00% 0.25%

千葉 11,950 36 6,798 ▲ 2,049 0 0 7,236 千葉 2,692,847 千葉 0.44% 0.00% 0.25% ▲0.08% 0.00% 0.00% 0.27%

全国平均分 12,256 10 7,628 ▲ 2,049 0 0 6,686 全国平均分 0.46% 0.00% 0.28% ▲0.08% 0.00% 0.00% 0.25%

地域差分 ▲ 306 26 ▲ 830 0 0 0 550 地域差分 ▲0.01% 0.00% ▲0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

↓ ↓

精算額 精算額

支出 支出

保険料収入

要因

その他収入

要因

医療給付費

要因

現金給付費

・拠出金等

要因

前々年度精算

要因

インセン

ティブ

要因

保険料収入

要因

その他収入

要因

医療給付費

要因

現金給付費

・拠出金等

要因

前々年度精算

要因

インセン

ティブ

要因

▲ 550 306 ▲ 26 ▲ 830 0 0 0 ▲0.02% 0.01% ▲0.00% ▲0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

収入 収入

収入収入

収入 収入

収入 収入

2

≪参考≫収支差の要因分解

※保険料収入は健康保険法第3条2項の日雇特例被保険者分の保険料を除いた額を計上している（健康保険法第3条2項の日雇特例被保険者分の保険料は「その他収入」にて計上）。
※医療給付費及び現金給付費・拠出金等は国庫補助等を除いた額を計上している。
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8.7%

7.5%

△4.0%

△2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

全
国
計

・ ・ ・ 千
葉

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

一人当たり医療費の対前々年比（3-2ベース、2021-2023年）

呼吸器系の疾患 循環器系の疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患

損傷、中毒及びその他の外因の影響 感染症及び寄生虫症 消化器系の疾患

眼及び付属器の疾患 新生物 特殊目的用コード

その他の疾病 疾病分類計

※ 健康保険法第3条第2項の日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く協会けんぽのレセプトについて集計したものです。
これは、社会保険診療報酬支払基金の一次審査分のみを計上しており、再審査分は含まれていません。

※ 診療種別が入院、入院外、歯科、調剤（入院外に突合できるもの）のレセプトの点数のみを集計しています。
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△1.2%

△4.0%

△3.0%

△2.0%

△1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

・ ・ ・ 千
葉

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

一人当たり医療費の対前々年比の全国との差（3-2ベース、2021-2023年）

呼吸器系の疾患 循環器系の疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患

損傷、中毒及びその他の外因の影響 感染症及び寄生虫症 消化器系の疾患

眼及び付属器の疾患 新生物 特殊目的用コード

その他の疾病 疾病分類計

※ 健康保険法第3条第2項の日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く協会けんぽのレセプトについて集計したものです。
これは、社会保険診療報酬支払基金の一次審査分のみを計上しており、再審査分は含まれていません。

※ 診療種別が入院、入院外、歯科、調剤（入院外に突合できるもの）のレセプトの点数のみを集計しています。



全国一本の保険料率
（平成20年9月まで）

都道府県単位保険料率（平成20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例

全
国
一
律
の
保
険
料
率

都道府県ごとの医療費の水準に
かかわらず保険料率は一律

前々年度収支差による
精算分

現金給付費、拠出金、
協会の事務経費等の
全国一律で賦課される
保険料分

＋
＋

地域差

所得水準を協会の平
均とした場合の保険
料収入額との差額を
調整

③所得調整

②年齢調整

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整

調
整
前
の
保
険
料
率

調
整
後
の
保
険
料
率(※

)

A県

B県 C県
最
終
的
な
保
険
料
率

年齢調整・所得調整の
結果、都道府県ごとの
保険料率は、医療費の
地域差を反映した保険
料率となる

Ａ県

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の 低い県ほど、同じ医療費でも保険料
率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。

①
⑤

⑦

≪参考≫都道府県単位保険料率の算定について

○協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ

④

インセンティブ制度の
加算部分

⑧

＋
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